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（目　的）

第１条　この要綱は、社団法人熊本県トラック協会（以下｢協会｣という。）が行う、ＥＴＣ装置装着に対する助成金（以下｢助成金｣という。）の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

　　　｢ＥＴＣ装置｣（以下｢装置｣という。）とは、財団法人道路システム高度化推進機構｢ＥＴＣ車載器型式等登録規定｣に基づき登録された製造者及びその製造者が製造し登録した車載器をいう。

（助成対象）

第３条　助成の対象は、装置をあらたに導入して装着を行う会員事業者に所属する営業用（緑ナンバー）自動車とする。

（助成金の交付額）

第４条　前条の助成金の交付額は、あらたに装置を装着する会員事業者に対して車両

１台当たり６,０００円とする。

(装置の装着)

第５条　助成金の対象となる装置は、当該助成金の交付を申請する日の属する会計年度の３月１０日までに、車載器登録の装着作業を完了し利用可能なもので、その支払いが終了するものでなければならない。

（交付申請）

第６条　事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、様式１の｢ＥＴＣ装着助成金交付申請書｣を別に定める期日までに、協会に提出しなければならない。

　　２　前項に必要な添付書類は、別に定める。

（交付決定）

第7条 協会は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、様式２の｢ＥＴＣ装置助成交付決定通知書｣により事業者に通知する。

　　２　協会は前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

（実績報告及び助成金の請求）

第８条　事業者は、装置の装着が完了したときは、様式３の｢ＥＴＣ装置助成事業実績報告書（助成金交付請求書）｣により協会に対して助成金を請求する。

（助成金の交付）

第９条　協会は、前条のＥＴＣ装置助成事業実績報告書（助成金交付請求書）の提出があったときは、速やかにその報告を審査し、その報告に係る事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、事業者に対して、助成金を交付する。

（財産処分の制限）

第10条　事業者は、交付対象となった装置が３年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保（以下｢処分｣という。）に供しては

ならない。但し、あらかじめ協会の承認を得た場合はこの限りではない。

（その他必要な事項）

第11条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、協会が別にこれを定める。

（附則）

第１条　本要綱は平成１９年４月１日より適用する。
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　この実施細目は、ＥＴＣ装置助成金交付要綱に定める助成の内容、取扱い等の細目

について定める。

（助成対象車両）

第１条　装置を取り付ける車両は、ＥＴＣ装置助成金交付要綱第３条に該当する事業者に所属する営業用（緑ナンバー）自動車とする。

（募集期間）

第２条　４月１日から、２月末日まで（予算枠に達した場合はその時点まで）

（助成金の交付額）

第３条　助成金の交付額は、｢ＥＴＣ装置助成金交付要綱｣に示すとおりとする。

（助成限度）

第４条　当該年度の交付金事業予算額の範囲内とする。

（交付申請）

第５条　交付の申請は、様式１の｢ＥＴＣ装置助成金交付申請書｣に様式４の｢ＥＴＣ装置助成金申請内訳書｣及び｢車検証（写）｣、｢見積書（写）｣を添付して提出しなければならない。

(交付決定)

第６条　交付の決定は、書類不備などの特段の問題がない限り、前条の申請書等を受理した日付順に行い、申請者に通知する。

　　２　交付決定通知書の交付を受けた事業者は、別に定める手順に従い装置の装着を行う。

（実績報告）

第７条　実績の報告は、装置の装着が完了した日から一ヶ月以内に、様式３の｢ＥＴＣ装置助成事業実績報告書（助成金交付請求書）｣に｢ＥＴＣ装置助成金申請内訳書｣及び装置装着に支払った｢領収書（写）｣を添付して、３月１０日までに提出しなければならない。

（助成金の支払い）

第８条　助成金は、前条の実績報告書等に基づき、原則として、この報告書の到着月の末日締、翌月１０日支払いとする。（土曜、休日等にあたる場合は、その後の平日）

　　２　装置の助成は、４月より受付を開始いたしますが、助成金の支払いは、予算承認後の７月からとする。

（附則）

第１条　この規定は、平成１９年４月１日より適用する。
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